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戒
師
招
請

の
歴
史
的
意
義

直

林

不

退

一

、

元
興
寺
僧
隆
尊
の
発
議
に
よ
っ
て
始
動
し
た
戒
師
招
請

は
、
舎
人
親

王
の
上
奏
を
経
て
仏
教
政
策
と
し
て
実
行
に
移
さ
れ
た
。
当
時
の
政
権

は
、
藤
原
不
比
等
の
墓
後
、
長
屋
王
の
勢
力
拡
大
と
失
脚
、
そ
し
て
武

智
麻
呂
等
藤
原
四
子
体
制
に
よ
る
施
策

の
段
階
に
入
つ
て
い
た
、
と
さ

れ
る
。

一
方
、
仏
教
界
に
あ
っ
て
は
、
神
亀
五
年

(七
二
八
)
永
年
僧

綱
の
首
座
に
あ

っ
た
義
淵
が
示
寂
、
弁
正

(静

・
浄
)
・
神
叡

・
道
慈
に

よ
る
僧
綱
の
体
制
が
出
発
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
近
年
の
学
界
で
は
、
戒
師
招
請
の
実
動
を
天
平
勝
宝
四

年

(七
五
二
)
藤
原
清
河
入
唐

の
折
に
求
め
る
議
論
が
相
次
い
で
発
表

さ
れ
た

の
で
、
些
か
吟
味
し
て
お
き
た

い
。
田
村
圓
澄
氏
は
、
戒
師
招

請
を

「第

一
次
」
(天
平
五
年
)
と

「第
二
次
」
(天
平
勝
宝
四
年
)
と
に

峻
別
さ
れ
、
「第

三
次
」
は
興
福
寺
が

「当
時
の
社
会
情
報
や
仏
教
界

の
動
向

に
、
敏
感
に
反
応
し
た
」
結
果
で
あ
る
と
い
う
。
「第
二
次
」
に

つ
い
て
は
、
「天
平
勝
宝
二
年

(七
五
〇
)
頃
か
ら
、
僧
綱
を
中
心
と
し

て
、
再
び
伝
戒
師
招
請
の
問
題
が
と
り
あ
げ

ら
れ
た
」
の
は
、

「新
羅

と
の
伝
統
的
な

つ
な
が
り
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
天
竺
ー
震
旦
ー
日
本

の
仏
教
伝
来
の
経
路
を
再
構
策
す
る
と
と
も

に
、
は
じ
め
て
日
本
に
戒

　ユ
　

壇
を
建
立
す
る
こ
と
が
、
僧
綱
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
」
た
、
と
述
べ
る
。

一
方
、
遠
山
美
都
男
氏
に
よ
っ
て
、
以
下

の
疑
問
が
発
せ
ら
れ
た
。

即
ち
、
天
平
勝
宝
五
年

(七
五
三
)

の
竪
真

の
日
本
渡
航
が
あ
ま
り
に

ス
ム
ー
ス
に
実
現
し
た
の
は
、
こ
の
時
に
至

っ
て
始
め
て

「日
本
を
代

表
す
る
太
上
天
皇
聖
武
が
、
受
戒
師
を
真
底
必
要
と
し
て
い
た
」
為
で

は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
更

に
天
平
十
四
年

(七
四
二
)
以
降

の
集

真

一
行

の
行
動

・
集
真
来
日
を
め
ぐ
る

「美

談
」
に
つ
い
て
は
、
「
は

た
し
て
本
当
に
日
本
渡
航

・
戒
律
伝
授
を
究

極
の
目
的
と
す
る
も
の
で

　　
　

あ
っ
た
の
か
否
か
、
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
」
と
の
可
能
性
を
指
摘
し

て
い
る
。

そ

こ
で
ひ
と
ま
ず
、
こ
れ
等
の
新
説
を
傾
聴
す
る
時
、
以
下
の
二
点

に
つ
い
て
首
肯
す
べ
き

一
面
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第

一
に
天
平
五

年

(七
三
三
)
の
戒
師
招
請
自
体
を
、
従
来

の
見
解
と
異
な
り
、
当
時
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〇

の
僧
綱

の

一
致
し
た
企
画

で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
第
二

の
点
と
し
て
は
、
大
仏
造
営
事
業
の
途
次
に
於
い
て
戒
律

へ
の
関
心
が

昂
揚
し
た
時
代
情
況
に
着
目
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第

一
の
点
に
関
し
て
は
、
確
か
に
天
平
五
年

の
戒
師
招
請

の
発
議
は
、

元
興
寺
対
大
安
寺
間
の
軌
礫
と
い
う
い
わ
ぼ
仏
教
界
の
局
部
問
題
に
由

　ゑ

来
す
る
限
り
に
於
い
て
、
国
家
的
な
規
模
で
の
招
請
で
は
な
か
っ
た
と

い
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
隆
尊
の
発
議
が
実
際
に
は
、
前
述
の
如

く
舎
人
親
王
の
上
奏
を
経

て
国
家

の
政
策

へ
と
具
体
化
さ
れ
て
行
く
。

即
ち
、戒
師
招
請
が
仏
教
政
策
の

一
端
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
以
上
、

既
に
天
平
初
期
の
段
階
で
国
家
権
力
と
僧
綱
の
何
等
か
の
意
図
を
看
取

す
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
「第
二
次
」
招
請

の
時
期
に
至

り
、
始

め
て
国
家

の
強

い
意
志
が
作
用
し
た
と
す
る
の
は
如
何
な
も
の

で
あ
ろ
う
か

次
に
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
論
も
天
平
勝
宝
期
の
戒
律
思

潮

の
高

ま
り
が

「第
二
次
」
招
請

へ
と
連
動
し
、
堕
真
の
渡
来
が
実
現
　　
　

し
た
と
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
既
に
別
稿
で
指
摘
し
た
如
く
、

こ
の
時
期
の
戒
律

へ
の
関
心

の
背
景
に
は
、
天
平
五
年

(七
三
三
)
の

入
唐
以
来

の
栄
叡

・
善
照
の
不
断
の
努
力
の
結
果
、
南
山
律
宗
の
泰
斗

堕
真
が
渡
日
の
挙
に
つ
い
た
と
の
情
勢
も
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
前
掲
二
者
の
所
論
に
反
し
、
集
真
東
征
開
始
の
風
説
の
流
布

こ

そ
が
、
大
仏
建
立
途
次
に
於
け
る
戒
律

へ
の
傾
斜
を
生
ん
だ

一
因
と
す

べ
き
で
は
な
い
か
。
従

っ
て
、
や
は
り
戒
師
招
請
の
問
題
は
、
天
平
初

期
ま
で
の
情
況
に
即
し
て
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
。

養
老

・
神
亀
年
間

の
仏
教
政
策
は
、

三
般

に
行
基
集
団

へ
の
弾
圧
と

有
徳
僧
褒
賞
、
公
験
制

の
開
始
と
を
連
動
さ
せ
、
学
業
奨
励
策
と
し
て

評
価
さ
れ
る
傾
向
が
強

い
。
し
か
し
養
老
四
年

(七
二
〇
)
に
撰
上
さ

れ
た

『日
本
書
紀
』
の
戒
律
理
解

の
水
準
を
窮
う
に
、
そ
の
仏
教
関
係

　ら

　

記
事
筆
録
者
の
学
植
は
決
し
て
豊
富
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
又
、
養

老
六
年

(七
二
二
)
の
僧
綱

へ
の
粛
清
に
示

さ
れ
る
如
く
、
活
動
を
継

続
す
る
行
基
に
対
す
る
弾
圧
の
権
威
と
な
る
筈
の
僧
綱
が
決
し
て
充
分

　　
　

に
機
能
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
最
初
に
上
述

の
養
老
期
以
来

の
諸
課
題
が
、
神
亀
か
ら

天
平
初
年

の
仏
教
政
策

の
中

で
ど

の
よ
う
に
推
移
し
た
か
を
検
討
し
、

戒
師
招
請
が
政
策
化
さ
れ
た
背
景
を
分
析
し
光
い
。
次
に
、
養
老
か
ら

天
平
初
年
の
制
度
的
問
題
が
そ
れ
以
前

の
仏

教

「制
度
化
」
・の
変
遷
と

如
何
に
関
わ
る
か
を
展
望
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
戒
師
招
請
な
る
仏
教

政
策
の
占
め
る
歴
史
的
意
義
に
ま
で
論
及
し

て
行
き
た
い
。

二
、

長
屋
王

の
変
に
よ
っ
て
政
権
を
奪
回
し
た
藤
原
氏
は
、
光
明
子
の
立

　　
　

后
を
実
現
し
権
力
の
地
歩
を
磐
石
に
す
る

一
方
で
、
惣
管

・鎮
撫
使

の

　　
　

制

定

に
窮

え

る
如

く
峻

厳

な

る
統

制

を

断

行

し

て
行

っ
た

。
か

か

る
姿

勢

は
宗

教

に

も
例

外

な

く

、

神

亀

六

年

(七

二
九
)

四
月

に
は

、

如
有
下
停
二
住
山
林

一詳
道
二
仏
法

一。
自
作
二
教
化

一、
伝
習
授
レ
業
。
封
二
印
書
。
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待
合
レ
薬
造
レ毒
、
万
方
作
レ惟
。
違
二犯
勅
禁
一者
上。
罪
亦
如
レ此
。

と

「堅
魅
呪
咀
」
及
び
山
林
修
行

へ
の
禁
制
が
発
せ
ら
れ
た
。
又
、
翌

年
九
月

に
は
、

安
芸
周
防
国
人
等
妄
説
二禍
福
一。
多
集
二人
衆
一。
妖
二祠
死
魂
。
云
レ有
レ所
レ

祈
。
又
近
レ京
左
側
山
原
。
聚
二集
多
人
一妖
言
惑
レ衆
。
多
則
万
人
。
小
乃
数

　む

千
。
如
レ此
徒
深
違
二憲
法
一。

と
の
指
弾
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
等
は
、
名
目
上
は

「私
学
左
道
。
欲
傾

国
家
」
を
理
由
に
失
脚
し
た
長
屋
王
の
如
き
道
教
の
禁
圧
を
標
榜
し
て

い
る
け
れ
ど
も
、
山
林
修
行
や
大
規
模
な
集
会
に
は
当
然
仏
教
徒
も
介

在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
政
権
が
そ
れ
等
を

「深
違
憲
法
」

と
弾
劾
す
る
為
に
は
、
仏
教
界
の
権
威
と
し
て
の
僧
綱
が
、
国
家
権
力

に
と
つ
て
好
都
合
な
形

で
機
能
し
全
維
侶
を
掌
握
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
え
よ
う
か
。
即
ち
、
養
老
初
年
の
行
基
弾
圧
に
よ
つ
て
惹

起
せ
し
め
ら
れ
た
俗
権
に
よ
る
僧
綱

へ
の
過
剰
な

「期
待
」
は
、
天
平

初
期
迄
継
続
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
改
め
て
当
時

の
僧
綱
の

陣
容
を

一
瞥
し
て
お
く
。

僧
正
義
淵
入
寂
後
の
僧
綱
は
、
天
平
元
年

(七
二
九
)
十
月
大
僧
都

弁
正

・
少
僧
都
神
叡

・
律
師
道
慈
の
補
任
が
な
さ
れ
、
翌
年
十
月
に
至

　　
　

り
弁
正
の
僧
正

へ
の
昇
進
が
実
現
し
た
。
こ
の
人
事

の
中
で
、
弁
正

・

神
叡
は
義

淵
在
世
中
よ
り
の
顔
ぶ
れ
で
あ
り
、
律
師
に
新
任
さ
れ
た
道

慈

の
起
用

に
、
す
ぐ
れ
て
天
平
初
年
の
時
代
粧
を
看
取
で
き
よ
う
か
。

長
屋
王
を
排
斥
し
た
武
智
麻
呂
政
権
が
道
慈
を
重
用
し
た
の
は
、
前

述

の
如
き
宗
教
統
制
を
続
行
す
る
に
際
し
中
国

の
知
識
と
情
勢
を
手
中

に
し
、
僧
綱

の
権
威
恢
復
を
目
論
ん
で
い
た
事
態
の
あ
ら
わ
れ
に
相
違

な
い
。
し
か
し
、

一
方
長
屋
王
政
権
下
で
そ
の
饗
宴
に
侍
る
を
潔
し
と

　ぴ
　

し
な
か
っ
た
道
慈
が
、
こ
の
時
期
に
至
り
僧
綱

の
職
を
甘
受
し
た
の
は

如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
と
し
て
は
、
政
権
交
替

や
僧
綱
の
構
成
員
の
変
化
に
呼
応
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、

や
は
り
道
慈
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
『愚
志
』
の
大
略
が
如
実
に
示

す
如
く
、
日
本
仏
教

の
水
準
を
中
国
の
そ
れ
に
ま
で
高
め
ん
と
す
る
点

　お

　

に
存
し
た
よ
う
で
あ
り
、
長
屋
王
や
義
淵
亡
き
後
の
僧
綱
に
新
た
な
活

動

の
場
を
求
め
た
と
し
て
も
決
し
て
不
自
然

で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、

既
に
指
摘
し
た
如
く
、
道
慈
の
僧
綱
参
画
に
は
、
自
ら
妙
な
る
工
巧
の

技
を
し
て
設
計
に
携
わ

つ
た
と
い
う
大
安
寺
の
利
害
を
代
表
し
た
側
面

　む

の
存
す
る
こ
と
も
否
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

天
平
初
期
の
仏
教
政
策
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ
て
き
た
の
が
、
天
平

三
年

(七
三
一
)

の
行
基
集
団
の
部
分
的
公
認

で
あ

っ
た
。

此
年
階
二遂
行
基
法
師
一。
優
婆
塞
優
婆
夷
等
。
如
法
修
行
者
。
男
年
六
十

一

己
上
。
女
五
十
五
以
上
。
威
聴
二入
趣
一。

本
詔
は
、
行
基
に
対
す
る
政
策
の
変
化
と
し
て
種
々
論
じ
ら
れ
て
き
た

け
れ
ど
も
、
か
か
る
政
策
上
の
譲
歩
の
遠
因
は
、
既
に
養
老
初
年

の
弾

圧
の
時
点
に
於
い
て
内
包
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

行
基
の
活
動
は
、
養
老
期
の
度
重
な
る
弾
圧
を
跳
ね
除
け
、
和
泉
か

ら
淀
川
流
域
、
猪
名
川
中
流
域

へ
と
拡
大
し
、
在
地

の
豪
族
を
巻
き
込
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　ぜ

ん
だ
形

で
大
規
模
に
展
開
し
た
。
も
と
よ
り
、
か
よ
う
な
広
範
な
運
動

の
背
景
に
は
、
三
世

一
身
法
施
行
に
よ
る
土
地
開
発
を
奨
励
し
た
時
代

　
り
　

情
況
も
加
味
す
べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
、
行
基
の
存
在
が
道
昭

　
あ
　

の
法
脈

を
継
ぐ
正
統
な
る
喩
伽
唯
識
の
徒
と
し
て
、
当
時
の
道
俗
に
認

識
さ
れ
て
い
た
側
面
も
亦
黙
過
し
い
。

換
言
す
れ
ば
、
大
規
模
な
運
動
を
継
続
す
る
行
基
集
団
に
対
し
時

の

　　

政
権
は
、
最
早

「進
違
釈
教
」
の
論
理
と
そ
れ
を
裏
付
け
る
僧
綱
の
権

威
を
も

っ
て
し
て
は
そ
の

「正
統
」
性
を
主
張
し
得
な
い
情
況
に
迄
立

　　

ち
至

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
養
老
初
年

の
不
比
等
政
権
は
、
義
淵
首
班

の
僧
綱

の
権
威
に
よ
つ
て
道
昭
相
伝
の
行
基
集
団
に
向
か
い

「進
違
釈

放
」
の
論
理
を
主
張
し
弾
圧
を
実
行
し
た
。
そ
の
正
統
性
を
め
ぐ
る
矛

盾
は
、
遂

に
行
基
集
団

へ
の
部
分
的
公
認
と
い
う
形
で
露
見
し
た
と
い

え
よ
う
。
そ
れ
は
、
本
質
的
に
は
日
本
古
代

の
仏
教

「制
度
化
」
の

一

応

の
結
節
点
た
る
僧
尼
令

・
僧
綱
制
の
矛
盾

の
顕
在
化
で
あ
る
以
上
、

仏
教

「制
度
化
」
過
程
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
胚
胎
し
た
原
因
に
由
来

す
る
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し
て
以
下
、
改
め
て
仏
教

「制
度
化
」

　む

の
道
程

を
ふ
り
か
え
っ
て
見
よ
う
。

三

、

仏
教
が
世
俗
権
力

の
下
に

「制
度
化
」
を
受
け
た
嗜
矢
は
、
推
古
三

　　

十
二
年

(六
二
四
)

の
僧
正

・
僧
都

・
法
頭
制

の
成
立
で
あ

っ
た
。
従

来
こ
の
制

度
は
、
王
権
に
よ
る

「僧
官
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
が
、

推
古
朝
末
年
の
外
交
情
勢

の
変
化
に
機
敏
に
対
応
し
た
蘇
我
氏
に
よ
っ

て
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
僧
正

・
僧
都
は
南
朝
百
済
系
、
法
頭
は

北
朝
高
句
麗
系
の
功
曹
主
薄
員
を
継
受
し
、
従
前
の
蘇
我
氏

の
仏
教
受

容
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
つ
た
、
と
考
え
う
れ
る
。

そ
の
後
、
所
謂
大
化
元
年

(六
四
五
)
の
乙
巳
の
変
に
よ
っ
て
蘇
我

本
宗
家
を
打
倒
し
仏
教
受
容
の
主
導
権
を
掌
握
し
た
勢
力
は
、
教
界
の

再
編
を
余
儀
な
く
さ
れ
新
た
な
仏
教

「制
度
化
」
に
着
手
し
て
行
っ
た
。

そ
れ
故

「制
度
化
」
の
主
眼
は
、
蘇
我
氏
の
制
度
を
上
回
る
最
新
且
っ

有
効
な
僧
団
支
配
の
論
理
を
持

つ
こ
と
に
他
な
ら
な
か

つ
た
。
孝
徳
朝

　　

の
十
制
は
、
「教
導
衆
僧
。
修
行
釈
教
。
要
使
如
法
」
と
記
す
如
く
、
全

僧
尼
を
仏
法
の
権
威
た
る
戒
律
に
よ
っ
て
教
導

す
る
こ
と
を
企
図
す
る

点
に
特
色
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
初
唐

の
十

大
徳
制
を
範
と
し
、
戒

律
の
三
師
七
証
の
権
威
に
よ
っ
て
僧
団
を

「制
度
化
」
す
る
構
造
を
有

し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
戒
律
に
従
順
で
あ
る

べ
き
僧
尼
は
、
仏
制
と
い

う
権
威
に
迷
彩
さ
れ
た
世
俗
の
権
力
に
よ
っ
て
、
制
度
的
に
収
敏
さ
れ

ざ
る
を
得
な
い
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
極
め
て
巧
妙
な
僧
団

「制
度
化
」
の
論
理
は
、
そ
の

成
立
前
提
と
し
て
十
名
の
戒
律
の
碩
学
が
絶
え
ず
俗
権
の
側
に
用
意
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
俗
権
に
と
っ
て
の
厳
し
い
前
提

条
件
も
孕
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
纏
侶
に
と
つ
て
仏
制
た

る
戒
律
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
す
る
程

に
、
世
俗
権
力
は
愈
々
相

対
化
さ
れ
、
俗
権
に
よ
る

「制
度
化
」
の
枠
内

に
は
存
在
し
難
く
な
る
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二
律
背
反
を
生
じ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
か
る
構
造
の
為
か
、
十

師
制
は
短
期
間

で
消
滅
し
、
恒
久
的
制
度
と
し
て
は
定
着
し
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

そ
し

て
、
こ
の
段
階
で
十
師

の
制
度
上

の
在
続
を
期
し
て
大
量
の
入

唐
留
学
僧
が
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

学
問
僧
道
厳
・
道
通
・
道
光

・
恵
施

・
覚
勝

・
弁
正
・
恵
照
・
僧
忍
・
知
聴

・
　　

道
昭

・
定
恵

・
安
達

・
道
観

・
学
問
僧
知
弁

・
義
徳

・
学
問
僧
道
福

・義
尚

こ
こ
に
名
を
列
す
る
入
唐
留
学
僧
は
、実
に
十
四
名
の
多
き
に
及
ぶ
。

そ
し
て
、彼
等
の
大
部
分
が
未
だ
成
年
に
達
せ
ざ
る
若
き
学
僧
で
あ
り
、

そ
の
出
自
に
っ
い
て
は
渡
来
系
氏
族
出
身
者
と
共
に
当
時
政
権
の
中
枢

に
位
置

し
た
中
臣
氏
の
子
弟
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
政
権
の
並
々

な
ら
ぬ
意
気
込
み
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
等
の
多
く
が
白

村
江
の
敗
戦
に
よ
る
国
際
情
勢
の
緊
張
の
煽
り
を
う
け
た
為
か
、
結
果

と
し
て
所
期
の
目
的
を
達
せ
ぬ
ま
ま
分
散
し
て
し
ま
つ
た
。
そ
の
中
で
、

　　

　　

帰
国
を
達
成
で
き
た
道
昭
や
道
光
に
よ
つ
て
、
新
規

の
戒
律
的
実
践
が

な
さ
れ
た
の
は
看
過
し
難
い
問
題

で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
等
の

菩
薩
戒
や
四
分
律
の
実
践
こ
そ
が
、
次
代
に
仏
教

の
正
統
性
を
継
承
す

る
第

一
歩
と
な
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

壬
申

の
乱
に
よ
つ
て
権
力
を
掌
中
に
し
た
天
武
政
権
は
、
仏
教
に
対

し
て
も
そ
の
祭
祀
体
系

の

一
画
に
階
層
化
す
べ
く
、
独
自
の

「制
度
化
」

を
断
行

し
た
。
そ
れ
は
、
十
師
制
消
滅
後

の
情
況
に
あ
っ
て
、
推
古
朝
　れ
　

以
来
の
僧
正
・僧
都
制
を
僧
官
と
し
て
再
出
発
さ
せ
る
こ
と
で
あ
つ
た
。

飛
鳥
旧
都
に
還
帰
し
た
政
権
に
と
っ
て
は
、
極
め
て
好
都
合

の
政
策
で

も
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
孝
徳
朝
に
大
量
の
入
唐
留
学
僧
の
派

遣
ま
で
行

っ
て
維
持
を
目
ざ
し
た
十
師
制
的
構
造

の
再
生
は
、
遂
に
な

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
天
武
十
二
年

(六
八
三
)
に

　　

創
始
さ
れ
た
律
師
制
に
は
、
不
充
分
た
ら
戒

律
の
権
威
と
し
て
の
辺
国

五
師
的
色
調
が
桓
間
見
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
想
定
し
て
来
た
。

と
も
あ
れ
、
天
武
十
二
年

(六
八
三
)
以
降
の
段
階
に
於

い
て
僧
綱

と
僧
尼
法
制
の
関
係
構
造
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
が
大
宝
元
年

(七
〇
一
)

の

『僧
尼
令
』
と
な
つ
て
結
実
し
て
行
く
こ
と
と
な
る
。
夙
に
知
ら
れ

る
如
く
、
僧
尼
令

に
見
ら
れ
る
僧
綱
に
は
、
京
内
僧
尼
の
具
体
的
管
理

を
行
う
諸
条
項
と
、
全
僧
尼
を
戒
律
で
教
導

す
る
側
面
の
二
面
性
が
あ

　の
　

る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
、
即
ち
、
前
者
は
法
興
寺
に
由
来
す
る
推
古
朝

法
来

の
僧
正

・
僧
都
制
の
伝
統
の
産
物
で
あ
り
、
後
者
に
は
消
滅
し
た

十
師
制

の
遺
制
と
し
て
の
律
師
の
あ
り
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
十
師
制
の
完
全
な
権
威
が
消
滅
し
て
い
る
以
上
、
僧

尼
令

・
僧
綱
制
に
於
い
て
は
、
仏
制
随
順
の
僧
団
に
対
し
有
効
な
支
配

の
論
理
を
貫
徹

で
き
な
い
と
い
う
制
度
上
の
構
造
的
欠
陥
を
秘
沈
し
て

い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
方
、
白
雑
四
年

(六
五
三
)
に
入
唐
し
た
道
昭
は
、
玄
　
に
師
事

し
帰
国
、
後
に

『喩
伽
師
地
論
』
に
説
く
菩

薩
戒

の
理
念
に
基
づ
き

「周
遊
天
下
」
し
た
、
と
い
う
。
俗
権
に
よ
る
仏
教

「制
度
化
」
の
枠

外
に
身
を
置

い
た
道
昭
に
対
し
て
は
、

「勅
請
」
と

い
う
超
法
規
的
措
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置
に
よ
り
寺
院
寂
居
が
強
要
さ
れ
、
大
乗
戒
に
よ
る
伝
道
活
動
は
中
止

さ
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
道
昭
の
実
践
形
態
を
凌
駕
す
る
大
規
模
な
運

動
と
し

て
展
開
し
た
彼
の
弟
子
で
あ
る
行
基
に
対
し
て
は
、
や
は
り
僧

尼
令

・
僧
綱
制
に
よ
る
正
面
か
ら
の
弾
圧
し
か
採
る
べ
き
対
処
方
法
は

な
か
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
結
果
、
仏
教

の
正
統
性
を
保
持
す
る

行
基
集
団

に
対
し
、
戒
律
の
権
威
を
欠
如
さ
せ
た
擬
似

「正
統
」
性
し

か
持
ち
得

な
い
俗
権
に
よ
る
粛
清
と
い
う
、
奇
妙
な
弾
圧
の
図
式
が
描

出
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
。
か
く
の
如
き
制
度
的
矛
盾
は
、
仏
教

へ
の
統

制
情
況
が
続
く
限
り
解
消
す
る
こ
と
な
く
、
養
老
六
年

(七
二
二
)
の

僧
綱

へ
の
批
判
を
生
み
、
天
平
元
年

(七
二
九
)
の
僧
綱
人
事
に
よ
つ

て
も
最
早
糊
塗
で
き
ず
、
遂

に
同
三
年

(七
三

一
)
の
行
基
集
団
の
部

分
的
公
認

に
迄
逢
着
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
の
直
後
元
興
寺
隆
尊
に
よ
る
戒
師
招
請

の
建
議
が
な
さ

れ
た
わ
け

で
あ
る
。
本
来
、
元
興
寺
対
大
安
寺
の
権
力
抗
争
に
端
を
発

す
る
招
請

の
議
が
、
上
述

の
如
き
宗
教
情
況
の
中
に
あ
っ
て
、
初
め
て

両
寺
の
手

の
届
か
ぬ
次
元
に
於
い
て
仏
教
政
策
と
し
て
容
認
さ
れ
、
具

体
的
実
施
を
見
る
に
至
つ
た
。
と
考
え
た
い
。
仏
教
政
策
と
し
て
の
戒

師
招
請
は
、
僧
尼
令

・
僧
綱
制

の
孕
む
制
度
的
弱
点
が
、
戒
律

の
原
理

に
忠
実

で
あ
ろ
う
と
す
る
戒
律
受
容
の
成
果
に
よ
っ
て
顕
在
化
を
余
儀

な
く
さ
れ
、
国
家
権
力
が
制
度
上

の
再
編

の
挙
に
出
た
と
こ
ろ
に
そ
の

歴
史
的
意
義
を
見
出
せ
る
と
い
え
よ
う
か
。

従

っ
て
、
戒
師
招
請
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
新
た
な
伝
戒
師

の
権
威
を

世
俗
の
権
力

の
下
に

「制
度
化
」
さ
せ
る
こ
と

に
よ
つ
て
、
始
め
て
日

本
古
代

の
仏
教

「制
度
化
」
と
し
て
の
僧
尼
令

・
僧
綱
制
は
、
完
壁
な

形
で
整
備
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
招
請
に
応
じ
て
渡

来
し
た
伝
戒
師
に
と
つ
て
は
、
日
本
で
の
伝
戒

は
自
己
の
実
践

の
規
範

と
し
て
の
戒
律
を
弘
め
る
可
能
性
と
共
に
、
俗
権
に
よ
る
仏
教

「制
度

化
」
の
完
成
を
齎
ら
す
と
い
う
陥
穽
を
も
孕
ん

で
い
た
と
云
わ
な
け
れ

ぼ
な
る
ま
い
。

四
、

本
稿

で
は
、
元
興
寺
と
大
安
寺

の
力
関
係
に
端
を
発
し
た
戒
師
招
請

の
問
題
が
、
国
家
の
仏
教
政
策
と
し
て
実
行
に
移
さ
れ
た
背
景
に
つ
い

て
論
じ
て
来
た
。
養
老
初
年
藤
原
不
比
等
政
権
と
義
淵
を
首
班
と
す
る

僧
綱
は
、
菩
薩
戒

の
正
統
を
保
持
す
る
行
基
集
団
に
対
し
、
律
令
と

「釈
教
」
の
権
威
に
よ
っ
て
弾
圧
を
行

つ
た
。
そ
の
後

の
政
権
は
、
長

屋
王
の
消
長
を
経

て
天
平
初
期
の
武
智
麻
呂
を
中
核
と
す
る
体
制

へ
と

変
遷
を
遂
げ
た
け
れ
ど
も
、
養
老
初
年
の
仏
教

の
正
統
性
を
め
ぐ
る
矛

盾

の
構
造
は
愈
々
拡
幅
し
て
行
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
遂
に
天

平
三
年

(七
三
一
)
の
行
基
集
団
の
公
認
政
策

と
し
て
涌
出
し
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
本
稿

に
於
い
て
は
、
そ
の
矛
盾

の
根
本
原
因
は
、
戒
律

上
の
正
統
性
の
権
威
を
欠
如
し
た
情
態
で
成
立

し
た
僧
尼
令

・
僧
綱
制

そ
の
も
の
の
あ
り
方
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
次
第
で
あ

る
。
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即
ち

、
如

上

の
点

に
戒

師

招

請

の
仏

教

制

度
史

上

の
意
義

を

看

取

し

て
お
き

た

い
。

1

田
村
圓
澄
氏

『
古
代

日
本

の
国
家
と
仏
教
―
東
大
寺
創
建

の
研
究

』
(
一

九
九
九
年
吉
川
弘
文
館
)

一
五
頁
及
び
五
六
九
頁
。

2

遠
山
美
都
男
氏

『
彷
徨

の
王
権
聖
武
天
皇
』

(
一
九
九
九
年
角
川
書
店

)

二
〇
五
頁
。

3

拙
稿

「戒
師
招
請

の
発
議

と
元
興
寺
隆
尊
」
(千
葉
乗
隆
博
士
古
稀

記
念

『
日
本

の
社
会
と
仏
教
』

一
九
九

〇
年
永

田
文
昌
堂
)
九
〇
頁
。

4

拙
稿

「東
大
寺
大
仏
開
眼
供
養

会
と
道

略
」
(『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
第

四
六
巻
第

二
号

一
九
九
八
年
)

一
一
三
頁
。

5

拙
稿

「『
日
本

書
紀
』

と
戒
律
」

(山

田
明
爾
先
生
還
暦
記
念

論
集
永

田

文
昌
堂
)

一
九
九
五
年
稿

。

6

拙
稿

「仏
教
政
策

と
し

て
の
戒
師
招
請
」

(『
印
度
学
仏
教
学

研
究
』
第

四
七
巻
第
二
号

一
九
九
九
年
)
八
八
頁
。

7

『
続
日
本
紀

』
天
平
元
年

(七

二
九
)
八
月
戊
辰
条

(国
史

大
系

一
一
九

頁
)
に

「詔

立
正
三
位
藤

原
夫
人
為
皇
后
」
と
あ
る
。

8

『続

紀
』
天
平

三
年

(七
三

一
)
十

一
月
丁
卯
条

(国
史

大
系

一
二
七
頁
)

に

「始
置
畿
内
惣
管
。
諸
道

鎮
撫
使
」
と
あ
る
。

9

『続
紀
』
神
亀
六
年

(七

二
九

)
四
月
癸
亥
条

(国
史

大
系

一

一
七
頁
)
。

10

『続
紀
』
天
平

二
年

(七

三
〇

)
九
月
庚
辰
条

(国
史

大
系

一
二
三
頁
)
。

11

『続
紀
』
天
平
元
年

(七

二
九
)
十
月
甲
子
、
天
平

二
年

(七
三
〇
)
十

月
乙
酉
条

(国
史
大
系

一
二

一
・
一
二
三
頁
)。

『僧
網
補
任
』

(大
日
本
仏

教
全
書
第
六
五
巻

二
頁
)
。

12

『
懐
風
藻
』
所
収

「初
春
在
竹
渓

山
寺
於
長
屋
王
宅
宴
追
致
辞

一
首
」
(日

本
古
典
文
学
大
系

一
六
七
頁
)
。

13

朝
枝
善
照
氏

「道
慈
伝

の
問

題
点
」

(
『龍

谷
史
壇
』
第

五
八
号

一
九
六

六
年
)
六
五
頁
。

14

注

(3
)
拙
稿
参

照
。

15

『
続
紀
』
天
平

三
年

(七

三

一
)
八
月
癸

未
条

(国
史
大
系

一
二
六
頁
)
。

16

宮
城
洋

一
郎
氏

『
日
本
古

代
仏

教
運
動
史
研
究
』
(
一
九
八
五
年
永

田
文

昌
堂
)

二
二
五
頁
。

17

井
上
光
貞
氏

「行
基
年
譜
、
特

に
天
平
十

三
年

記

の
研
究
」

(
『律
令

国

家
と
貴
族
社
会

』

一
九
六
九
年
吉
川
弘
文
館
)
、
栄
原
永
遠
男
氏

「行
基

と

三
世

一
身
法
」

(『
国
史
論
集
』

一
九
七

二
年
)
、
井

上
薫
氏

『
行
基
辞
典

』

(
一
九
九
七
年

国
書
刊
行
会
)

一
九
頁
参

照
。

18

二
葉
憲
香
氏

『
古
代
仏
教
思
想
史

研
究
』

(
一
九

六
二
年
永
田
文
昌
堂
)

四
五
六
頁
。

19

『
続
紀
』
養
老
元
年

(七

一
七
)

四
月
壬
辰
条

(国
史
大
系
六
八
頁
)
。

20

横

田
健

一
氏

は

「義
淵
僧
正

と
そ

の
時

代
」
(『
橿
原
考
古
学
研
究
論
集
』

第

五
)
二
五
〇

頁
に
於

い
て
僧
正

で
あ
る
義
淵
と
不
比
等
と

の
親
密
な
関

係

を
論

じ
て
い
る
。

21

拙
著

『
日
本
古
代
仏
教
制
度
史
研

究
』

(
一
九

八
八
年
永
田
文
昌
堂

)

一

三
頁
。

22

、
『
日
本
書
紀
』
推
古

三
十

二
年

(六

二
四
)
四
月
戊
年
条

(日
本
古
典
文

学
大
系

二
〇
九
頁
)
。

23

『
日
本
書
紀
』
大
化
元
年

(六

四
五
)
八
月
癸
卯
条

(日
本
古
典
文
学
大

系

二
七
七
頁
)
。

24

『
日
本
書
紀
』
白
雉

四
年

(六
五
三
)
五
月
壬
戊
条

(日
本
古
典
文
学
大

系
三

一
九
頁
)
。

25

拙

稿

「道
昭

に
お
け
る
菩
薩
戒

の
受

容
」

(渡

邊
隆
生
教
授
還
暦
記

念

『仏
教
思
想
文

化
史
論
叢

』

一
九

九
七
年
永

田
文
昌
堂
)

二
〇
七
頁
。

26

拙
稿

「天
武
朝

の
戒
律
受
容

の
記
載

に

つ
い
て
」

(『印
度
学
仏

教
学
研
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戒
師
招
請
の
歴
史
的
意
義

(直

林
)

二
九
六

究
』
第

三
九
巻
第

一
号

一
九
九
〇
年
)

一
三
四
頁
。
尚
、

日
野
昭
氏

「白

鳳
仏
教

に
お
け
る
実
践
性

」

(『
日
本
人

の
生
活

と
信
仰

』

一
九
七
八
年
平

楽
寺
書
店
)

二
五
頁
参
照
。

27

『
日
本
書
紀
』
天
武

二
年

(六
七
三
)
十

二
月
戊
申
条

(日
本
古
典
文
学

大
系

四

一
五
頁
)

28

『日
本
書
紀
』
天
武
十

二
年

(六
八
三
)
三
月
己

丑
条

(日
本
古
典
文
学

大
系
四
五
七
頁
)
。

29

諸
戸
立
雄
氏

「僧
尼
令

に
現
れ
た
僧
綱

に

つ
い
て
」

(『
秋
大
史
学
』
第

九
号
、
後

に

『
中
国
仏
教
制
度
史

の
研
究
』

一
九
九

〇
年
平

河
出

版
社
)
後

者

一
四
〇
頁
。

〈キ
ー

ワ
ー
ド
〉

戒

師
招
請

・
僧
綱

・
十
師

・
律
師

(龍
谷
大
学
講
師
)
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